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気づけば、２月も残り１週間程となりました。校内でも年度末感が増してきたように感じます
が、みなさん、年度末業務に次年度準備、と日々お忙しくされていることと思います。(終わって
しまいましたが)バレンタインに、桃の節句等々イベントに便乗し、季節ごとの美味しいものでも
食べて、上手に気分転換しながら乗り切りましょう♪ 

「職員の給与等に関する報告及び勧告」の概要(抜粋)  

令和２年１０月２７日熊本県人事委員会 

 
上記により、１２月期末・勤勉手当が０．０５月分引下げされていたのはご存じでしたか？詳細は

下記の内容をご覧ください。また、月例給についても触れてありますので、今後何かしらの動きがあ
るかもしれません。（ないことを祈りたいですが）何かあればまたお知らせしたいと思います。 

 

 

 

次年度の教材選定等の時期です。 
市の学校徴収金細則の中に「就学
援助費限度額等を目安とし」と示さ
れています。ご存じでしょうか？ 
さて、就学援助制度の学用品限度
額はいくらでしょう？修学旅行は？ 
一度事務職員にお尋ください。そし
て、教材選定の参考にしてください。 
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